
障害年金を受給している
ひとり親家庭の方へ
～児童扶養手当が変わります～

これまで、障害年金を受給している方は、障害年金の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手
当を受給できませんでしたが、令和3年3月以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分を上回る
場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。

※障害年金以外の公的年金を受給している場合は、今回の改正後も調整する公的年金の範囲に変更はあ
りません。

◆受給手続き
児童扶養手当受給資格者として認定を受けていない方、
ひとり親医療費助成のみ認定を受けている方 必要

児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方 不要

◆支給開始月
　令和3年6月30日㊌までに申請した場合、令和3年3月分から支給となり
ます。
※7月1日㊍以降の申請は通常通り申請月の翌月分からの支給となります。
※支給要件・手当額・必要書類は、申請される方の状況により異なります。

児童扶養手当って？

　児童扶養手当とは、父母
の離婚等によるひとり親家
庭等に対し、児童の福祉の
増進を図るため支給される
手当です。

比較
調整

障害年金

本体部分

子の加算部分

障害年金の全体額が児童扶
養手当の額を上回るため、
手当全額が支給停止

児童扶養手当

全額
支給停止

障害年金

本体部分

子の加算部分

児童扶養手当

子の加算部分と同額分は支給停止

差額を
支給 差額を支給比較

調整

改正前

改正後
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善
意
を
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す

（
敬
称
略
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・
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・
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▼
市
へ

千
葉
県
税
理
士
会　

杉
田　

慶
一

（
金
20
万
円
）

藤
井　

幸
乃　
（
金
４
万
６
千
円
）

石
井　
　

啓　
（
金
３
万
２
千
円
）

居
酒
屋
一
丁
目
ま
す
吉

（
金
２
万
８
７
９
１
円
）

後
藤　
　

敏　
（
金
２
万
７
千
円
）

石
原　

明
子　
（
金
１
万
６
千
円
）

市
川　

剛
士　
（
金
１
万
６
千
円
）

大
越　
　

惠　
（
金
１
万
６
千
円
）

近
藤　
　

禎　
（
金
１
万
６
千
円
）

関
根　
　

正　
（
金
１
万
６
千
円
）

谷　
　

茂
樹　
（
金
１
万
６
千
円
）

永
井　

邦
宏　
（
金
１
万
６
千
円
）

糟
谷　

幸
則　
　
　
（
金
１
万
円
）

古
俣　

直
哉　
　
　
（
金
１
万
円
）

定
光　

孝
義　
　
　
（
金
１
万
円
）

高
野　

一
暁　
　
　
（
金
１
万
円
）

西
野　

憲
宏　
　
　
（
金
１
万
円
）

▼
市
内
小
学
校
へ

大
塚　

悦
子

（
二
宮
小
学
校
＝
書
物
４
冊
）

▼
茂
原
市
社
会
福
祉
協
議
会
へ

歩
こ
う
会　

ス
ト
レ
リ
チ
ア
会

（
金
３
万
１
６
２
７
円
）

青
栁　

利
江　
　
　
（
金
５
千
円
）

 

２
月
の
文
書
配
布
を

           

休
止
し
ま
す

市
で
は
、
原
則
と
し
て
毎
月
第

１
木
曜
日
に
自
治
会
を
通
じ
市
行

政
に
係
る
文
書
の
配
布
を
行
っ
て

い
ま
す
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
拡
大
防
止
の
た
め
、
２

月
４
日
㊍
に
予
定
し
て
い
た
文
書

配
布
は
休
止
し
ま
す
。

な
お
、
再
開
は
３
月
４
日
㊍
を

予
定
し
て
い
ま
す
が
、
感
染
状
況

に
よ
り
変
更
と
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
の
で
、
あ
ら
か
じ
め
ご
了
承

く
だ
さ
い
。

ま
た
、
文
書
配
布
休
止
期
間
中

の
市
行
政
に
係
る
情
報
は
、
代
替

措
置
と
し
て
生
活
課
ウ
ェ
ブ
ペ
ー

ジ
の
「
自
治
会
回
覧
見
逃
し
配
信

サ
ー
ビ
ス
」
に
掲
載
し
ま
す
。

問
合
せ

生
活
課
（
２
階
）

☎
⒇
１
５
０
５
、
⒇
１
６
０
０


